
農地と農業振興

議会 議会事務局 ☎67-7261

町議会

農地の権利移動・転用
農業委員会事務局（産業課） ☎62-0558

　農地（休耕地、耕作放棄地なども農地に含まれます）を売
買・貸借したり宅地などに転用したりするときは、全て農地
法で一定の規制が設けられています。
　農地を耕作目的で取得したり、借り受けたりする場合は、
町農業委員会の許可が必要です。
　また、町内の農地を住宅、倉庫、駐車場など農地以外の用
途に転用する場合も、町農業委員会や県知事または農林水
産大臣の許可が必要です。
　これらの許可を受けないで行った農地の権利移動・転用
は法的な効力がなく、復元を命じられることもありますの
で、ご注意ください。

有害鳥獣捕獲制度
産業課農林水産グループ ☎62-0558

　侵入防止柵などによる適切な防除対策によっても野生鳥
獣による農作物被害等が防止できない場合、被害届書の提
出をもとに町が有害鳥獣として捕獲を許可します。捕獲に
ついては、町の許可を受けた猟友会員が従事します。

●議会運営の流れ
　町議会は、年4回（3月、6月、9月、12月）開かれる定例会と
必要に応じて開かれる臨時会があります。
　町議会で行われる会議には、本会議と委員会があります。
本会議
　町長から提出される議案などを審議し、町議会の最終的
な意思を決める会議です。また、各定例会では、議員が町の
事務について質問したり意見を述べたりする一般質問が行
われます。
委員会
　議会の最終的な決定は、本会議で行われます。また、案件
を効率的、専門的に審査するために委員会が設けられてい
ます。
　委員会には、常に設置されている「常任委員会」と必要に
応じて設置される「特別委員会」があり、また、議会の円滑な
運営を図るための「議会運営委員会」があります。

●請願・陳情
　請願や陳情は、地方公共団体の機関に対して要望などを
行うもので、誰でも提出することができます。
　請願しようとする方は、串本町議会議長宛に提出してく
ださい。請願には、1人以上の議員の紹介が必要です。
　陳情は、請願に準じて行ってください。陳情には紹介議員
は必要ありません。
　なお請願書・陳情書には、趣旨、提出年月日、住所、提出者
の署名又は記名押印が必要です。詳しいことは議会事務局
にお問い合わせください。
●傍聴
本会議の傍聴
　本会議は、どなたでも傍聴できます。通常、本会議は午前9
時30分に開きます。定員は27人です。
本会議の傍聴方法
　傍聴の申請は、本会議の開かれる日に、串本町役場2階ま
でお越しください。
　受付で傍聴申込書に「住所」「氏名」を記入してください。
　詳しいことは議会事務局へお問い合わせください。
委員会の傍聴
　委員会の傍聴は、本会議と異なり委員長の許可を必要と
します。傍聴を希望する方は、事前に議会事務局まで申し出
てください。

農業振興地域制度
産業課農林水産グループ ☎62-0558

　優良農地について農用地区域を定め、その区域内では原
則として農地転用を禁止し、農業振興の基礎となる農用地
などの確保を図っています。
　農業用施設（農道、水路、農機具庫など）以外の目的で農地
を転用しようとする場合は「農用地除外」といわれる手続き
が必要となります。
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串本町図書館
図書館 ☎62-4653

●開館時間
　9時～17時15分
●休館日
　毎週月曜日（月曜日が祝日の場合は翌火曜日も休館）
　毎月末日（末日が月曜日の場合は翌月1日）
　祝日
　年末年始（12月29日～1月4日）
●住所
　〒649-3503 串本町串本2367
●貸出期間
　2週間
●貸出冊数
　1人5冊まで
●貸出方法

希望する本を出入口前のカウンターまでご持参ください。
●初めてご利用について
　申込書に必要事項を記入していただきますのでカウン
ターまでお越しください。
●全蔵書冊数
　47,868冊（令和2年3月末現在）
・ 古座分庁舎においても一部書籍の貸出を行っております。
新聞
　 毎日新聞　朝日新聞　読売新聞　報知新聞　日経新聞 

産経新聞　熊野新聞　紀伊民報
雑誌
　 文藝春秋、婦人公論、ESSE、くりま、暮らしの手帖、芸術新潮、

AERA、SUMAInoSEKKEI、日経PC21、スクリーン、文藝春秋
（季刊）、With、きょうの健康、CREAトラベラー、LEE、Newton

● 毎月第2土曜日の午前10時から「よみきかせ会」
を開催中！

● 各地区を巡回して貸出を行う自動車文庫も毎月
実施中です！

ご利用案内

スポーツ
教育委員会教育課社会教育グループ ☎67-7260

串本町体育協会
　串本町体育協会は、主に成人のスポーツ活動を通じて、体
力づくりをはじめ、競技力の向上、仲間づくり、スポーツの
普及を目的とする団体です。各競技部に分かれて練習・大会
等を行っています。
所属競技部： バドミントン、ソフトテニス、卓球、武道、南端

RC、バレーボール、軟式野球、レクリエーショ
ン、ソフトバレーボール、ゲートボール、グラウ
ンドゴルフ、フットサル、健康太極拳など

・ 活動内容のお問い合わせ、入会のご相談については、各部
代表者と相談させていただきますので事務局（教育委員会
教育課）にご連絡ください。

●町民大運動会
　町民が気軽にスポーツ、レクリエーションに親しみ、町民
相互の親睦ならびに健康で活力あるまちづくりとして、毎
年11月に実施しています。

生涯学習・文化・スポーツ

串本町スポーツ少年団
　串本町スポーツ少年団は、スポーツを通じて青少年の健
全育成・仲間づくりを目的とし、単位スポーツ少年団に分か
れて活動が行われています。登録にあたっては日本スポー
ツ少年団の規定に基づいて登録する必要があります。
競技： サッカー、剣道、軟式野球、バレーボール、ソフトテニ

スなど
・ 活動内容のお問い合わせ・入団のご相談については、各団

体代表者と相談させていただきますので、事務局（教育委
員会教育課）にご連絡ください。
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成人式
　20歳を迎える町内に住所を有する方、当町の出生者で親
が町内に住所を有し、対象者が町外に就職及び就学してい
る方を対象に、例年1月3日に実施しています。

成人教育講座
　成人に対する学習の機会を拡大すると共に、人権学習を
はじめ社会的課題に即した学習の展開を図る。
　また、学習の場への積極的な参画を促し、生涯学習（成人
教育）の重要さを認識し、人々が豊かな心で充実した生活
や、人々の繋がりの輪を広げ地域の活性化や地域コミュニ
ティの場を拡げるきっかけづくりを図る。

公民館教室
　串本町公民館では、町民のみなさまに有意義な余暇を過
ごしていただくために、生涯教育の一環として、各種教室を
開講しています。また、毎年11月に「町民総合展」を開催して
います。

その他生涯学習事業
教育委員会教育課社会教育グループ ☎67-7260

文化
教育委員会教育課社会教育グループ ☎67-7260

スポーツ施設
・ 串本町総合運動公園（野球場、テニスコート、多目的グラウ

ンド、雨天練習場、イベント広場、B＆G海洋センター）
・串本町立体育館
・串本町武道館
・旧田並・錦富小学校体育館
・旧和深・大島・田原中学校体育館
・串本町営テニスコート
・田原若者広場
・串本町民グラウンド
・大島プール
● 串本町総合運動公園多目的グラウンド、野球場、

雨天練習場、テニスコート、イベント広場、ト
レーニングジム、プール

　本州最南端の温暖な気候と美しい自然を生かした総合運
動公園です。
　野球場と多目的グラウンドは、天然芝（ティフトン芝）で、
それぞれ約2,000人の観客収容が可能です。
　多目的グラウンドには、更衣室、シャワー室、会議室の機
能を備えたクラブハウスがあり、サッカー、陸上競技などを
中心とした競技を実施しています。
　テニスコートは、人工芝（砂入り）コートで8面あり、夜間
照明と更衣室、シャワー室を完備しています。
【問い合わせ先】
　串本町B＆G海洋センター　☎62-5540
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●庁舎外
田原連絡所 74-0200
大島連絡所（紀伊大島開発総合センター内） 65-0221
和深連絡所（和深公民館内） 67-0004
串本町消防本部

62-0119
串本消防署
古座消防署 72-0119
くしもと町立病院 62-7111
和深総合センター 67-0174
リサイクルセンター 66-0629
宝嶋クリーンセンター 74-0017
串本町文化センター 62-0006
総合運動公園（串本町B&G海洋センター） 62-5540
串本町図書館 62-4653
古座図書室 67-7260
串本町学校給食センター 67-7151

●1F

住民課
住民票、戸籍、マイナンバー関係 62-0561国民年金、国民健康保険、後期高齢者医療、福祉医療
ごみ処理、墓地、浄化槽 67-7217

税務課 徴税、各種保険料、町税等の支払い、税関係証明書 62-0586

福祉課 介護保険、高齢者の福祉、障がい者の福祉、ひきこもり者支援 62-0562生活保護、生活困窮者自立支援、民生委員・児童委員
福祉課（保健センター）

成人の保健、母子の保健
62-6206

福祉課
（子育て世代包括支援センター） 67-7007

福祉課（地域包括支援センター）総合相談、認知症、高齢者虐待、成年後見制度、介護予防 62-6005

こども未来課 こども園、保育所、子育て支援、児童虐待 67-7027児童手当、児童扶養手当、学童保育
会計課 町の公金の支払い 62-0590
水道課 水道料金、開栓、閉栓、なんたん水 67-7218
衛生施設事務組合 可燃ごみ処理施設、し尿処理施設 67-7225
●2F

総務課
人事、地縁団体、条例など

62-0555町営住宅、町の財産管理、防災・防犯対策
選挙管理委員会、監査

企画課
地域振興、広報

62-0556予算編成・運用
コミュニティバス、統計

産業課 商工、観光、消費者相談 62-0557
農林水産業、農業委員会 62-0558

建設課 町道、工事、都市計画、入札、下水道 67-7262地籍調査
教育課 教育委員会、小中学校、生涯学習、公民館、小中学校等の施設の管理 67-7260
議会事務局 議会運営 67-7261

各課及び関連施設一覧
 役場代表番号 ☎62-0555　℻  62-4977

各課の紹介
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